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(57)【要約】
【課題】ターゲットとする部位が確実に含まれる投影画
像をリアルタイムで得ることができる医用画像診断装置
を提供する。
【解決手段】医用画像診断装置は、被検体を撮像し三次
元画像データを得る撮像部１０と、前記三次元画像デー
タを用いて二次元画像を作成する画像処理部２０とを備
え、画像処理部２０は、被検体の目的部位の設定を受け
付ける目的部位設定部２１と、三次元画像データから目
的部位設定部２１で設定された目的部位に関連する複数
の断面画像を選択する断面画像選択部２２と、投影画像
を作成するための条件を設定する投影条件設定部２３と
を備え、投影条件設定部２３に設定された条件に基き、
断面画像選択部２２で選択された複数の断面画像を用い
て投影画像を作成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を撮像し三次元画像データを得る撮像手段と、前記三次元画像データを用いて二
次元画像を作成する画像処理手段とを備えた医用画像診断装置において、
　前記画像処理手段は、前記被検体の目的部位の設定を受け付ける目的部位設定手段と、
前記三次元画像データから前記目的部位設定手段で設定された目的部位に関連する複数の
断面画像を選択する断面画像選択手段と、前記断面画像選択手段で選択された複数の断面
画像を用いて投影画像を作成する投影処理部とを備えたことを特徴とする医用画像診断装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の医用画像診断装置であって
　前記画像処理手段は、前記投影画像を作成するための条件を設定する投影条件設定手段
を備え、前記投影処理部は、前記投影条件設定手段に設定された条件に基き前記投影画像
を作成することを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の医用画像診断装置であって、
　前記投影画像を作成するための条件は、投影方向を含み、前記断面画像選択手段は前記
投影条件設定手段に設定された投影方向に直交する断面の断面画像を選択することを特徴
とする医用画像診断装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の医用画像診断装置であって、
　前記投影画像を作成するための条件は、前記三次元画像データを複数のブロックに分割
する分割方法を含み、前記投影処理手段は、前記投影条件設定手段に設定された分割方法
に従って分割された各ブロックの断面画像を、個別に或いは組み合わせて投影処理するこ
とを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の医用画像診断装置であって、
　前記被検体の実空間における所定の位置を指示する位置指示手段と、前記位置指示手段
が指示する位置を検出する位置検出手段とを備え、
　前記目的部位設定手段は、前記位置検出手段が検出した位置に基き、前記目的部位を設
定することを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項６】
　被検体を撮像する撮像手段と、予め取得した前記被検体の三次元画像データを用いて１
ないし複数の二次元画像を作成する画像処理手段と、前記被検体の実空間における所定の
位置を指示する位置指示手段と、前記位置指示手段が指示する位置および方向を検出する
位置検出手段と、前記撮像手段が撮像した被検体画像および前記画像処理手段が前記三次
元画像データから作成した二次元画像を表示する表示手段とを備えた医用画像診断装置に
おいて、
　前記画像処理手段は、前記位置検出手段で検出された前記位置指示手段の位置および方
向に基き、リアルタイムで、前記三次元画像データから前記検出された方向を投影方向と
する投影画像を作成することを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項７】
　請求項６記載の医用画像診断装置であって、
　前記画像処理手段は、前記被検体の目的部位の設定を受け付ける目的部位設定手段と、
前記三次元画像データから前記目的部位設定手段で設定された目的部位に関連する複数の
断面画像を選択する断面画像選択手段と、前記断面画像選択手段で選択された複数の断面
画像を用いて投影画像を作成する投影処理部とを備え、
　前記目的部位設定手段は、前記位置検出手段が検出した位置に基き、前記目的部位を設
定することを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項８】
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　請求項６又は７に記載の医用画像診断装置であって、
　前記画像処理手段は、前記投影画像の作成と並行して、前記三次元画像データから、前
記検出された位置で特定される点を含む断面図を作成することを特徴とする医用画像診断
装置。
【請求項９】
　請求項６又は７に記載の医用画像診断装置であって、
　前記撮像手段は、前記画像処理手段による前記投影画像の作成と並行して、前記検出さ
れた位置で特定される点を含み、前記検出された方向で決定される被検体断面を撮像する
ことを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか1項に記載の医用画像診断装置であって、
　前記画像処理手段が行う投影処理は、最大値投影、最小値投影、レンダリングの少なく
ともいずれか１つであることを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれか1項に記載の医用画像診断装置であって、
　前記撮像手段は、ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴ装置、超音波診断装置、ＰＥＴ装置のいずれか
であることを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項１２】
　医用画像診断装置が撮像した被検体の三次元画像データを画像処理し、前記被検体の所
望の位置、方向の投影画像を作成する画像処理装置であって、
　前記被検体の目的部位の設定を受け付ける目的部位設定手段と、前記三次元画像データ
から前記目的部位設定手段で設定された目的部位を含む断面画像を選択する断面画像選択
手段とを備え、前記断面画像選択手段で選択されたスライス画像について投影画像を作成
することを特徴とする画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴ装置などの医用画像診断装置における画像の投影処理に
係り、特に医用画像診断装置を手術支援に用いた場合において、リアルタイムで所望の領
域の投影像を作成し、表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴ装置などの医用画像診断装置を手術支援に利用する技術が
実用化されつつある。具体的には医用画像診断装置で取得した三次元画像を用いて、手術
経路をシミュレーションする技術や手術中に被検体の所望の部位の断面像を表示させる技
術（ナビゲーション技術）や、術具に取り付けられたポインタの位置を検出する三次元位
置検出器を組み合わせて、手術中にポインタによって指示された所望の部位を撮像する技
術（インタラクティブスキャン：ＩＳＣ）などが開発されている。
【０００３】
　医用画像診断装置を利用した手術支援装置では、主に三次元画像から生成した３断面図
やＩＳＣで撮像した所定の断面像などが手術支援画像として利用されているが、血管や特
定の組織の投影図を確認したいという要請もある。
　一般に投影処理には、光線軌跡法が採用される。この方法では、三次元画像データと２
次元平面（投影面）を三次元空間に配置し、２次元平面から３次元画像データに向かって
仮想的な光線を投射し、光線上にある３次元画像データ中の画像の値を用いて、２次元平
面上の対応する画素の値を決定する。
【０００４】
　ナビゲーション技術のために予め取得された三次元画像データを用いて上述した投影画
像を作成することが可能であるが、三次元画像データは手術対象部位以外の情報も多く含
まれるため、得たい情報が他の情報に重ねあわされて誤診を招く可能性がある。
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【０００５】
　一方、３次元画像データの投影領域を制限して所望の投影像を得るための技術が提案さ
れている（特許文献１、特許文献２）。例えば、特許文献２に記載された投影像生成方法
では、３次元画像データから３軸方向の投影画像を作成、表示し、これら３つの投影画像
上にクリッピング領域（制限領域）を設定することによって、投影画像を作成するための
３次元画像データ領域を決定する。投影領域は移動、拡大、縮小が可能になっている。こ
の方法を採用することにより、不要な領域の処理を制限して、所望の領域の投影画像を得
ることが可能となる。
【特許文献１】特開２００３－３３３４９号公報
【特許文献２】特開２００６－３４０９３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２に提案された技術は、容易な操作で所望の領域の投影画像が得られるという
利点があるが、３軸方向の投影画像上でクリッピング領域を設定する必要があるため、予
め３軸方向の投影画像を作成する必要がある。またクリッピング領域の設定の仕方によっ
ては、ターゲットとする臓器が投影処理領域から外れる可能性もある。さらに手術支援技
術などのように、手術の進行に伴い投影画像を生成すべき位置が変化する可能性がある場
合、位置が変化する度に、３軸方向の投影画像の表示とクリッピング領域の設定を行なわ
なければならず、手術支援に最も重要なリアルタイム表示という要請に応えることが難し
い。
【０００７】
　そこで本発明は、ターゲットとする部位や組織が確実に含まれる投影画像をリアルタイ
ムで得ることができる医用画像診断装置を提供すること、特に手術支援に適用した場合に
、投影処理すべき領域の変化にもリアルタイムで追従し、手術支援画像として極めて有用
な投影画像を提示することが可能な医用画像診断装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する本発明の医用画像診断装置は、三次元画像データを投影処理する際
に、予め登録された領域について、部分的に投影処理する機能を備える。
　即ち本発明の医用画像診断装置は、被検体を撮像し三次元画像データを得る撮像手段と
、前記三次元画像データを用いて二次元画像を作成する画像処理手段とを備え、前記画像
処理手段は、前記被検体の目的部位の設定を受け付ける目的部位設定手段と、前記三次元
画像データから前記目的部位設定手段で設定された目的部位に関連する複数の断面画像を
選択する断面画像選択手段と、前記断面画像選択手段で選択された複数の断面画像を用い
て投影画像を作成する投影処理部とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また本発明の医用画像診断装置は、手術支援用の医用画像診断装置であって、それが備
える位置指示手段によって指示された位置情報に基き、三次元画像データの投影処理を行
なう。
　即ち本発明の医用画像診断装置は、被検体を撮像する撮像手段と、予め取得した前記被
検体の三次元画像データを用いて１ないし複数の二次元画像を作成する画像処理手段と、
前記被検体の実空間における所定の位置を指示する位置指示手段と、前記位置指示手段が
指示する位置および方向を検出する位置検出手段と、前記撮像手段が撮像した被検体画像
および前記画像処理手段が前記三次元画像データから作成した二次元画像を表示する表示
手段とを備え、前記画像処理手段は、前記位置検出手段で検出された前記位置指示手段の
位置および方向に基き、リアルタイムで、前記三次元画像データから前記検出された方向
を投影方向とする投影画像を作成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明の医用画像診断装置は、予め登録された領域或いは所定の位置指示手段によって
指示された領域について、投影処理する機能を備えることにより、ターゲットとする部位
や組織を確実に含む投影画像をリアルタイムで提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の医用画像診断装置の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１２】
＜第一の実施の形態＞
　図１は、本発明の医用画像診断装置の一実施の形態の全体構成を示す図である。この装
置は、ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴ装置などの撮像部１０と、撮像装置から送られる画像データ
を入力し、画像処理する画像処理部２０と、画像処理部が作成した画像を表示するととも
に操作者への操作手段を提供するＧＵＩを表示する表示部３０と、撮像部１０や画像処理
部２０の動作に必要なパラメータ（処理条件）や処理結果などを記憶する記憶部４０とを
備えている。また、手術支援装置として利用される場合には、撮像空間の位置を検出する
三次元位置検出装置５０が備えられる。
【００１３】
　撮像部１０の一例として、ＭＲＩ装置の全体構成を図２に示す。図示するＭＲＩ装置は
、被検体１５が置かれる撮像空間が開放されたオープン型のＭＲＩ装置であり、垂直な静
磁場を発生させる上部磁石１１と下部磁石１２、これら磁石を連結するとともに上部磁石
１１を支持する支柱１３、画像を表示するモニタ１４、被検体１５を搭載するベッド１６
、制御部１７などを備えている。
【００１４】
　このＭＲＩ装置には、図示していないが、磁石１１、１２が発生する静磁場に磁場勾配
を与える傾斜磁場発生部、静磁場中の被検体１５に核磁気共鳴を生じさせるためのＲＦ送
信器、被検体１５からの核磁気共鳴信号を受信するＲＦ受信器などが備えられている。制
御部１７は、ワークステーションで構成され、上述した傾斜磁場発生部、ＲＦ送信器、Ｒ
Ｆ受信器などを制御するとともに、受信した核磁気共鳴信号の信号処理や画像再構成演算
、画像処理などの処理を行う画像処理部２０としての機能も備えている。なお図２に示す
ＭＲＩ装置の各要素のうち、三次元位置検出装置５０に関連する要素については、別の実
施の形態において詳述することとし、ここではその説明を省略する。
【００１５】
　画像処理部２０は、主として、表示部３０に表示されるＧＵＩを作成するＧＵＩ作成部
、予め取得した或いは３Ｄスキャンによって取得されたボリューム画像データ（３Ｄ画像
データ）を用いた断面像や投影画像を作成する断面像作成部および投影画像作成部、ＩＳ
Ｃで撮像された画像データから断面像などを作成するＩＳＣ画像作成部などを備えている
。
　ＭＲＩ装置で実行される、撮像モード、画像処理モードなどの動作モードは、表示部３
０に表示されるＧＵＩを介してユーザーにより選択される。ユーザーによる選択に応じて
、所定の撮像や画像処理が行われる。撮像は、例えば３Ｄスキャンや後述する三次元位置
検出器を利用したＩＳＣ（インタラクティブスキャン）のほか各種パルスシーケンスに従
った撮像が含まれる。画像処理は、これら撮像と独立して或いは平行して実行される。
【００１６】
　本発明の医用画像診断装置は、画像処理部２０の機能、特に投影画像作成部の機能に特
徴があり、３Ｄ画像データ全体から選択された一部の断面画像について投影処理を行う機
能（以下、部分投影処理ともいう）を備えている。投影処理に供される断面画像は、予め
登録した所定の臓器や領域と関連付けて選択される。投影画像作成部の詳細を図３に示す
。投影画像作成部は、被検体の目的部位や組織（ターゲット）の設定を受け付ける目的部
位設定部２１と、記憶部４０に格納されている３Ｄ画像データから、目的部位設定部２１
で設定された目的部位を含むスライス画像または多断面画像を選択する断面画像選択部２
２と、投影画像を作成するための条件を設定する投影条件設定部２３、投影処理部２４を
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有している。これら投影画像作成部を含む画像処理部２０の機能は、ワークステーション
内に搭載されたプログラムとして実行することが可能である。
【００１７】
　被検体の目的部位の設定は、本実施の形態では、予め３Ｄ画像データを用いて所定の臓
器等のターゲットを登録することにより行なわれる。３Ｄ画像データを用いたターゲット
の登録は、公知のセグメンテーション技術を採用することができる。具体的には、スライ
ス数ｎの３Ｄ画像データをスライス毎に表示部３０に表示し、表示された画像上でスライ
ス毎に目的とするターゲット（その輪郭）を指定することにより、３Ｄ画像データ上のタ
ーゲットの位置情報が登録される。ターゲットのセグメンテーションは、手術支援技術に
おいて、目的とする臓器への経路をシミュレーションする際に、目的とする臓器やカテー
テルや術具による接触を回避しようとする臓器を予め登録するために行なわれる。従って
シミュレーションのために既にターゲット情報が登録されている場合には、その情報をそ
のまま使用することも可能である。目的部位設定部２１は、ＧＵＩを介してターゲットの
登録を受付け、或いは既に登録されているターゲットの位置情報（３Ｄ画像データ上の座
標）を部分投影に使用する位置情報として設定する。
【００１８】
　断面画像選択部２２は、目的部位設定部２１に設定された位置情報を用いて、３Ｄ画像
データから投影すべきスライス断面または多断面（ＭＰＲ：Multi Planar Reconstructio
n）画像を選択する。ＭＰＲ画像は、投影方向がスライス方向と異なる場合に、複数のス
ライス画像を用いて投影方向に垂直な断面の画像に再構成した画像である。断面画像選択
部２２は、スライス画像又はＭＰＲ画像から、登録されたターゲットを含む画像を選択す
る。例えば、ターゲット全て含む最小の数が選択される。
【００１９】
　投影条件設定部２３には、投影手法のほか、選択されたスライス画像又はＭＰＲ画像を
投影する際の投影方向や、選択された断面画像以外の断面画像を投影するか否かなどの条
件が格納されている。これら条件は、予め所定の条件をデフォルトとして設定していても
よいし、ＧＵＩを介してユーザーが任意の条件を設定するようにしてもよい。投影手法と
しては、光線軌跡法による最大輝度投影法（ＭＩＰ）、最小輝度投影法（ＭｉｎＩＰ）、
レンダリング法など公知の方法を採用することができる。
【００２０】
　上記画像処理部２０の諸機能を実現するためのＧＵＩの一例を図４に示す。図示する例
では、表示部３０の画面400には、３Ｄ画像表示部410、投影画像表示部420、投影条件設
定部430、および操作部が表示される。３Ｄ画像表示部410には、撮像部１０あるいは他の
撮像手段によって予め取得された３Ｄ画像データの断面画像411～414が表示される。投影
画像表示部420には、３Ｄ画像データを投影処理することによって作成された投影画像が
表示される。投影条件入力部430は、投影処理の種類（ＭＩＰ，ＭｉｎＩＰ、レンダリン
グ）の選択、投影処理すべき断面画像の選択、投影パラメータの設定を行なうためのＧＵ
Ｉである。図示する例では、投影条件入力部430には、位置決め画像などの参照画像を表
示する参照画像表示部431やパラメータの入力を受け付けるパラメータ入力部432などが表
示されている。参照画像の上には、３Ｄ画像のスライス画像411～414に対応するスライス
が重畳して表示されるとともに、登録された臓器等のターゲット433が識別可能に表示さ
れる。
【００２１】
　また画面400の下側は、医用画像診断装置の各動作の開始や終了などの指令を入力する
ための操作部であり、ここでは、３Ｄ画像データを得るための「３ＤScanボタン」441、
インタラクティブスキャンを開始・終了するための「ＩＳＣ：ON/OFFボタン」442、投影
断面の表示方法を切替えるための「断面情報切換えボタン」443、投影画像作成のための
「投影画像作成ボタン」444、３Ｄ画像を用いたナビゲーションを開始・終了するための
「３Ｄナビゲーション：ON/OFFボタン」445、３Ｄ画像を構成する複数の断面画像を複数
のブロックに分割した場合における表示ブロックを選択するための「表示ブロック選択ボ
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タン」446が表示される。
【００２２】
　次に、本実施の形態における医用画像診断装置の動作の一例を、図４及び図５を参照し
て説明する。図５は動作の手順を示すフローである。
【００２３】
　まず目的部位設定部２１が、注目している臓器や組織であるターゲットの登録を受け付
け、ターゲットの位置情報を登録する（ステップ501）。ターゲットの登録は、例えば、
図４の画面の３Ｄ画像表示部410に表示される各断面画像411～414上でターゲットとなる
臓器をマウスなどの入力装置で指定することにより行なわれる。次に投影条件入力部430
を介して入力される投影処理の条件やパラメータを設定する（ステップ502）。例えば、
投影処理の種類、３Ｄ画像データの分割数や投影面などが設定される。これらの条件やパ
ラメータは予め所定のものをデフォルトとして設定しておき、ユーザーが変更するように
してもよい。例えば、投影面は、デフォルトとしてＡｘｉａｌ面、Ｓａｇｉｔａｌ面およ
びＣｏｒｏｎａｌ面が設定される。投影条件が設定され、投影画像作成ボタン444が操作
されると、その投影条件に従い部分投影処理を開始し、得られた投影画像を投影画像表示
部420に表示する（ステップ503）。図４に示す例では、３Ｄ画像データは、ターゲット43
3を含むブロック422と、その前後のブロック421、423に分割して投影処理がなされ、それ
ぞれのブロックについてＡｘｉａｌ面、Ｓａｇｉｔａｌ面およびＣｏｒｏｎａｌ面の投影
画像が表示されている。
【００２４】
　その後、投影処理条件の変更がなければ処理を終了する。投影処理の変更がある場合に
は、再度、投影条件入力部430を介して投影処理のパラメータを受付け、投影画像作成ボ
タン444の操作により、新たな条件で投影画像の作成、表示が行なわれる処理を開始し、
得られた投影画像を投影画像表示部420に表示する（ステップ504）。投影条件を異ならせ
た投影処理の具体例を図６～図９に示す。ここでは投影処理がＭＩＰである場合を例にし
て説明する。
【００２５】
　図６に示す例では、上述したように３Ｄ画像データ600（601～605）から、ターゲット6
15を含むスライス602～604を選択し、それらスライス断面からＭＩＰ画像（パーシャルＭ
ＩＰ）610を作成する。
【００２６】
　図７に示す例は、３Ｄ画像データ700から３方向の投影画像を生成する例を示している
。この場合、スライス選択部２２は、投影条件設定部２３に設定されている３つの投影方
向について、ターゲットを含むスライス画像およびＭＰＲ画像を選択する。図示する例で
は、Ａｘｉａｌ断面710についてターゲットを含むスライス画像701が選択されており、Ｓ
ａｇｉｔａｌ断面720およびＣｏｒｏｎａｌ断面730のそれぞれについて、ＭＰＲ画像702
、703が作成され、選択されている。これらスライス画像701およびＭＰＲ画像702、703に
対し、それぞれ相当する投影方向のＭＩＰ投影画像711、721、731を作成する。これによ
り、Ａｘｉａｌ断面、Ｓａｇｉｔａｌ断面およびＣｏｒｏｎａｌ断面において、各ＭＩＰ
画像711、721、731上にターゲット715が明瞭に描出される。
【００２７】
　図８に示す例では、ターゲットを含む断面画像の投影画像のみならず、その前後の断面
画像についても投影画像を作成する。この場合、断面画像選択部２２が、ターゲットを含
む断面画像を選択することは、図６に示す例と同じであるが、３Ｄ画像データ800を選択
されたブロック802と、選択ブロック802に対し両側に位置する断面画像からなるブロック
801、803に分け、投影処理部２４は、各ブロックの投影処理を行ない、３つのＭＩＰ画像
811、812、813を表示する。この場合にも、１つの投影方向だけでなく、例えば３軸方向
に投影処理を行い、各ブロックについて３軸方向のＭＩＰ画像811～813、821～823、831
～833を表示することも可能である。このように選択ブロックの前後のブロックについて
も投影画像を表示することにより、ターゲットと他の臓器や組織との奥行き方向（投影方
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向）の位置関係が把握しやすくなる。
【００２８】
　図９に示す例は、図８に示す例の応用例であり、断面画像選択部２２が、ターゲットを
含む断面画像（選択ブロック901）を選択するとともに、そのブロック901と前後のブロッ
ク902、903について投影処理を行なうことは、図８に示す例と同じであるが、３Ｄ画像デ
ータの分割方法を一部手動にしたものである。具体的には、前後のブロック902、903につ
いては、一部、選択ブロック901とオーバーラップするようにブロックの大きさを可変に
する。図示する例では、選択ブロック901はターゲットを含むスライス画像、ブロック902
はターゲットを含めたおおよそ上半分のスライス画像、ブロック903はターゲットの末端
を含めた下側のスライス画像であり、それぞれＭＩＰ画像911、912、913が作成される。
選択ブロック901から作成したターゲット915を含めたＭＩＰ画像911では、ターゲット以
外にそれほど多くの情報が表示されることはなくターゲット915が明瞭に表示され、ブロ
ック902から作成したＭＩＰ画像912ではターゲット以外の情報をあえて混在させて、他の
臓器との関係を把握できるようにしている。またブロック903から作成したＭＩＰ画像913
は、ターゲット915の情報を最小限にしてその他の情報を表示している。この場合にも、
１つの投影方向だけでなく、例えば３軸方向に投影処理を行い、各ブロックについて３軸
方向のＭＩＰ画像を表示することも可能である。
【００２９】
　以上、図６～図９を参照して、第一の実施の形態における投影処理の具体例を説明した
が、これらは投影処理の単なる例示であり、投影処理条件は種々の変更が可能である。例
えば、上記具体例では、選択ブロックに対しては単一の投影処理を行なうこととしている
が、例えばターゲットが大きなボリュームを持つ場合には、ブロック内を更に分割して投
影処理することも可能であるし、選択ブロック以外に投影処理するブロックについて、ブ
ロックのサイズ即ちブロックを構成する断面画像数に制限を設けることも可能である。
【００３０】
　本実施の形態によれば、予め登録したターゲットの位置情報を用いて、投影処理する断
面画像を選択し、選択された断面について投影処理を行なうようにしたので、確実に目的
とする臓器や領域を含み且つ不要な情報の混入を極力少なくした投影画像を速やかに得る
ことができる。またＭＲＩ装置が、予めターゲットの登録情報を持つ場合には、それを利
用して確実且つ速やかな投影処理を行なうことができる。
【００３１】
　なお以上説明した実施の形態では、ＭＲＩ装置に組み込まれた画像処理部の機能として
本発明を説明したが、画像処理部はＭＲＩ装置やＸ線ＣＴ装置などの撮像装置とは独立し
た装置として、例えば医用撮像装置から転送される３Ｄ画像を処理する画像処理装置とし
て実現することも可能である。
【００３２】
＜第二の実施の形態＞
　本実施の形態の医用画像診断装置は、第一の実施の形態の医用画像診断装置とは、撮像
部１０が手術支援装置の一部であり、必須の構成要素として、撮像空間（実空間）の位置
を検出する三次元位置検出装置５０を備えている点を除き、図１及び図２に示す医用画像
診断装置と同様である。以下、第一の実施の形態の医用画像診断装置に付加された要素（
三次元位置検出装置５０に関する要素）について、図２を参照して説明する。
【００３３】
　本実施の形態のＭＲＩ装置は、医者などの操作者１８が扱う術具１９の位置を検出する
ための三次元位置検出手段として、位置検出デバイス５１、基準ツール５２、パーソナル
コンピュータ５３などを備えている。位置検出デバイス５１は、２台の赤外線カメラ５１
１と、赤外線を発光する図示しない発光ダイオードを備え、断層面指示デバイスであるポ
インタ５４の位置及び姿勢を検出する。基準ツール５２は、赤外線カメラ５１１の座標系
とＭＲＩ装置１の座標系をリンクさせるもので、３つの反射球５２１を備え、上部磁石１
１の側面に設けられている。ポインタ５４は、術具１９に固定されている。ポインタ５４
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には、基準ツール５２と同様に３つの反射球が固定されており、これら３つの反射球の位
置を検出することにより、これら反射球と所定の関係にある術具先端の位置と術具の向き
（方向）とを特定することができる。なお、位置検出デバイス５１は、アーム１１１によ
り移動可能に上部磁石１１に連結され、ＭＲＩ装置１０に対する配置を適宜変更すること
ができる。
【００３４】
　パーソナルコンピュータ５３には、赤外線カメラ５１１が検出し算出したポインタ５４
の位置或いは術具の位置と方向が、位置データとして、例えば、ＲＳ２３２Ｃケーブル５
５を介して送信される。パーソナルコンピュータ５３は、制御部１７と接続されており、
赤外線カメラ５３が検出し算出した位置情報をＭＲＩ装置１０で利用可能な位置データに
変換し制御部１７へ送信する。
【００３５】
　位置データは、ＭＲＩ装置がＩＳＣモードで動作しているときは、撮像シーケンスの撮
像断面へ反映される。新たな撮像断面で取得された画像は液晶モニタ１４に表示される。
例えば断層面指示デバイスであるポインタ５４を穿刺針などにとりつけ、穿刺針のある位
置を常に撮像断面とするように構成した場合、モニタには針を常に含む断面が表示される
ことになる。ＭＲＩ装置が画像処理モード（投影処理モード）で動作しているときは、位
置検出手段からの位置データは、断面図作成、投影処理、特に部分的な投影処理を行なう
ための位置情報として使用される。
【００３６】
　ＭＲＩ装置で実行される、撮像モード、画像処理モードなどの動作モードは、ワークス
テーションに備えられた入出力装置（表示部）のＧＵＩを介してユーザーにより選択され
る。ユーザーによる選択に応じて、所定の撮像や画像処理が行われる。撮像は、例えば３
Ｄスキャンや三次元位置検出器５０を利用したＩＳＣ（インタラクティブスキャン）のほ
か各種パルスシーケンスに従った撮像が含まれる。また画像処理は、予め取得した或いは
３Ｄスキャンによって取得されたボリューム画像データ（３Ｄ画像データ）を用いた断面
像作成、投影画像作成、ＩＳＣで撮像された断面像作成などを含み、撮像と独立して或い
は平行して実行される。
【００３７】
　画像処理部２０における投影画像作成部の構成は、図３に示す投影画像作成部と同様で
あり、被検体の目的部位の設定を受け付ける目的部位設定部２１と、記憶部４０に格納さ
れている３Ｄ画像データから、目的部位設定部２１で設定された目的部位を含むスライス
画像または多断面画像を選択する断面画像選択部２２と、投影画像を作成するための条件
を設定する投影条件設定部２３、投影処理部２４を有している。
【００３８】
　ただし本実施の形態では、目的部位設定部２１は、予め登録されたターゲットの位置情
報を用いるのではなく、ポインタ５４で指示された位置データを投影処理を行なう際の位
置情報として設定する。また投影条件設定部２３は、ＧＵＩを介して入力される条件のほ
かに、必要に応じて、ポインタ５４で指示された方向を投影方向として設定する。投影条
件設定に際し、表示部３０に表示されるＧＵＩは図４に示したものと同様であり、ユーザ
ーは投影条件入力部430を介して、投影処理の種類や投影面、３Ｄ画像の分割数やブロッ
クの選択を行なうことが可能である。
【００３９】
　以下、上記構成の医用画像診断装置の動作の一例を、図１０に示すフローおよび図４に
示すＧＵＩ例を参照して説明する。
【００４０】
　まず図４に示す画面400に表示された３ＤSanボタン441を選択して、撮像部１０を撮像
モードで動作させて３Ｄ撮像を行い、３Ｄ画像データを取得する（ステップ101）。３Ｄ
撮像法は、撮像部１０として用いるモダリティに応じて適切な撮像方法が選ばれる。３Ｄ
画像データは、その後のナビゲーション機能や投影処理のために使用される。なお３Ｄ画
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像データとして、他のモダリティで撮像した３Ｄ画像データを格納しており、それを用い
る場合には、撮像部１０の撮像ステップ101は必須ではない。
【００４１】
　次いで、投影処理（図ではＭＩＰ処理）に必要なパラメータの設定を受け付ける（ステ
ップ102）。投影処理のパラメータとは、投影処理の条件であり、具体的には、３Ｄ画像
データをブロックに分割する場合の分割数、分割方法（等分割／任意）である。表示部３
０には、図４に示したように、ユーザーがパラメータの設定を行なうための入力画面430
が表示される。この画面には、例えば、ターゲット433を含む参照画像431に重畳して、３
Ｄ画像データを取得した撮像領域の各スライス411～414がとともに表示される。ユーザー
は、入力画面430に数値入力やボタン選択などの操作を行なうことにより、参照画像表示
部431に表示されたスライスの分割数や分割する場合のブロックのボリュームなどを設定
することができる。なお図４には示していないが、投影処理の方向なども選択することが
可能である。デフォルトとしてスライス方向を投影処理として設定しておいてもよい。
【００４２】
　投影処理のためのパラメータが設定され、投影処理ボタン444が選択されると、ステッ
プ102で設定された条件で投影処理が行われ、作成されたＭＩＰ画像が投影画像表示部420
に表示される（ステップ103）。必要であれば、投影処理のパラメータを変更して、別な
ＭＩＰ画像を作成し、表示させる（ステップ104）。
【００４３】
　ユーザーは、表示部３０に表示された投影画像を指標として手術を開始し（ステップ10
6）、各種ナビゲーション機能を併用して手術を行なう（ステップ107）。各種ナビゲーシ
ョンには、例えば、術具で必要な位置を指し示し、３Ｄ画像データから、その位置を含む
三断面図を作成し、表示させる３Ｄナビゲーションや、内視鏡などを併用している場合に
は、その映像の表示を含む。本実施の形態では、さらにナビゲーション機能の一つとして
投影処理を含む。即ち術具が指し示す位置を検出し（ステップ108）、術具の方向と設定
されたパラメータに基き投影処理を行い、作成したＭＩＰ画像を投影画像表示部420に表
示する（ステップ109）。例えば、パラメータとして、分割数３とＡｘｉａｌ、Ｓａｇｉ
ｔａｌおよびＣｏｒｏｎａｌの３つの投影面（投影方向）が設定され、３Ｄ画像データが
所定のブロックα１、α２、α３に分割されている場合には、これらブロックの各投影面
の画像が投影画像表示部420に表示される。図４に示す例では、中央に表示されるブロッ
クにターゲット433が他の情報に紛れることなく明瞭に表示されている。必要に応じて、
パラメータを設定しなおし（ステップ110、111）、新たな条件でＭＩＰ処理を行い、ＭＩ
Ｐ画像を作成、表示する。
【００４４】
　また、これら表示画像に術具の位置を示す情報、例えば仮想術具の画像を重畳して表示
することも可能である（ステップ112）。術具位置は、既に述べたように三次元位置検出
器によってその位置が検出され、画像空間の位置情報として得られているので、仮想術具
の画像をその位置に配置することによって表示が可能となる。
　３Ｄ画像データが所定のブロックα１、α２、α３に分割されている場合には、表示ブ
ロック選択ボタンを操作して、所望のブロックを選択することにより、選択されたブロッ
クの投影画像、例えば３方向の投影画像を表示させることも可能である（ステップ113）
。
【００４５】
　さらに投影画像の表示は、装置座標の３つの軸を基準として、例えば、Ａｘｉａｌ断面
であれば、ｚ軸を垂直方向、ｘ軸を水平方向に表示し、Ｓａｇｉｔａｌ断面であれば、ｚ
軸を垂直方向、ｙ軸を水平方向に表示し、Ｃｏｒｏｎａｌ断面であれば、ｙ軸を垂直方向
、ｘ軸を水平方向に表示することも可能であるし、術具の方向を基準として、例えば、Ａ
ｘｉａｌ断面とＣｏｒｏｎａｌ断面では、術具の方向が水平方向となるように表示し、Ｓ
ａｇｉｔａｌ断面では術具方向が画面と直交するように表示を変更することも可能である
。このような表示の変更は、ＧＵＩの「断面情報切換えボタン」443を操作することによ
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り実行される。上記処理108～113は、終了の指示があるまで続けられる（ステップ114）
【００４６】
　投影条件を異ならせた投影処理の具体例を図１１～図１４に示す。ここでは投影処理が
ＭＩＰである場合を例にして説明する。
【００４７】
　図１１に示す例は、ターゲット1105を含む３Ｄボリューム画像1100に対して、ポインタ
５４を取り付けた術具１９の方向に応じて投影処理を行い投影画像1101～1103を作成して
いる。図示する例では、３Ｄボリューム画像1100全体について投影処理を行っているが、
例えば、術具先端位置から術具方向前方にある断面の一部あるいは全部を選択して投影処
理することも可能である。このような処理条件は、図１０に示すステップ102あるいはス
テップ111で設定することができる。
　なお投影処理機能とともに術具追随撮像機能（ＩＳＣ）が選択されている場合には、上
記投影処理と並行して術具位置に対応した撮像が行われ、画面には、術具方向に応じた投
影画像の表示とともに、ＩＳＣ画像が表示される。
【００４８】
　図１２に示す例は、ターゲット1205を含む３Dボリューム画像1200から、ポインタ５４
を取り付けた術具１９の術具方向に応じて３つの断面の画像データ1201～1203が選択され
、選択された画像データ1201～1203をそれぞれ投影処理し投影画像1211～1213を作成して
いる。この例では、３つの断面は、ターゲット1205および術具１９を含み、ターゲット12
05を含み術具方向に直交する断面、術具方向に直交する断面（第一直交面）、ターゲット
1205および術具１９を含み、第一直交面に直交する断面（第二直交面）である。
【００４９】
　図１３に示す例は、同図（ａ）に示すように、予め３Ｄボリューム画像データ1300を複
数(図では３つ)のブロック1301～1303に分割しておき、術具の位置と方向に応じて、ブロ
ック1301～1303のいずれかを自動的に選択し、投影処理を行う。例えば、図１０に示すス
テップ102で、投影処理パラメータとして３Ｄボリューム画像データの分割数が３に設定
されており、投影処理ステップ103では、図１３（ｂ）に示すように、各ブロックから、
ブロックを構成する断面と平行な面を投影面とする投影画像1311～1313が作成される。図
中、1305は登録されているターゲットを示す。
【００５０】
　手術が開始され、例えば、ＩＳＣ機能が作動し、ステップ108で術具位置が検出される
と、術具位置があるブロックが自動的に選択されて、選択されたブロックの投影画像が作
成される。この投影処理の投影方向は、例えば、術具方向と平行な面が投影面となるよう
に選択される。例えば術具１９が上半身にある場合は、術具位置から、ＩＳＣ撮像断面と
して、術具を含み術具方向と平行な撮像断面1321が定義され、ＩＳＣ撮像が行われるとと
もに、術具があるブロック1301を使用して撮像断面1321と平行なＭＩＰ画像1341が作成さ
れる。腹部に術具がある場合には、ＩＳＣの撮像断面1322が定義されるとともに、ブロッ
ク1302を使用して、ＭＩＰ画像1342が作成される。また、下半身に術具がある場合には、
ＩＳＣの撮像断面1323が定義されるとともに、ブロック1303を使用して、ＭＩＰ画像1343
が作成される。
【００５１】
　このように、術具位置に応じて投影処理されるブロックが選択され、術具位置および方
向で決まるＩＳＣ断面にあわせて投影処理面が決定される。
　なお投影処理をＩＳＣ撮像と併用する場合を説明したが、投影処理はＩＳＣと独立して
行うことも可能であり、この場合にも、位置検出装置５０が検出した術具位置をもとにブ
ロックが選択され、術具方向に応じて投影面を決定することができる。あるいは、術具位
置に関わらず、ユーザーが表示ブロック選択ボタンを操作することによって、部位に応じ
てブロックを選択し、予め設定された１ないし複数の投影方向に投影処理し、投影画像を
表示させることも可能である。
【００５２】
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　また本発明の投影処理を、３Ｄナビゲーションと並行して行うことも可能である。この
場合には、３Ｄナビゲーションの３断面図を作成するために術具１９で指示した位置をも
とに、３Ｄボリューム画像データから投影処理すべき断面画像が選択され、投影処理が行
われる。投影処理は、術具方向を含む一方向のみについて行ってもよいし、それと直交す
る１ないし複数の方向について行ってもよく、投影方向に応じて選択する断面画像(スラ
イス画像またはＭＰＲ画像)が作成、選択される。この点は第一の実施の形態と同様であ
る。
【００５３】
　本実施の形態による医用画像診断装置を手術支援に適用した場合の表示画面例を図１４
～図１６に示す。これらは表示の一例であり、表示画面は処理に応じて異なるものであり
、また画面の配置や形態なども限定されるものではない。
【００５４】
　図１４～図１６において、左側の画面は３Ｄナビゲーション画像表示部1510、右側の画
面はＩＳＣおよび投影画像表示部1520であり、本発明による投影画像は、図示する例では
、ＩＳＣおよび投影画像表示部1520に表示される。３Ｄナビゲーション画像表示部1510は
、図１４～図１６ともに同様であり、術具１９が指示した位置を含む３つの断面画像（Ａ
ｘｉａｌ断面図、Ｓａｇｉｔａｌ断面図、Ｃｏｒｏｎａｌ断面図）1511～1513とボリュー
ムレンダリング画像1514が、それぞれ仮想術具1515とともに表示されている。図中、登録
されたターゲットは符号1505で示している。
【００５５】
　図１４に示す投影処理の画面は、図１２に示す投影処理に対応しており、ＩＳＣおよび
投影画像表示部1520には、ＩＳＣにより撮像された術具１９を含む断面画像1521とともに
、３分割したブロックのうち術具がある一つのブロックについて、術具位置を含む３つの
投影面の投影画像（術具に平行な面1531、術具に直交する面（第一直交面）1532、面1531
と面1532に直交する面（第二直交面）1533）が、それぞれ仮想術具1515およびターゲット
1505とともに表示されている。
【００５６】
　図１４に示す投影画像が、仮想術具1515の方向を基準に作成されているのに対し、図１
５に示す投影画像は、装置座標の３軸を基準に作成されている点が異なる。すなわち、こ
の例では、術具位置を含むＡｘｉａｌ断面図、Ｓａｇｉｔａｌ断面図、Ｃｏｒｏｎａｌ断
面図の３つの投影画像が作成され、表示されている。
　図１６に示す例では、ＩＳＣ画像ではなく、部分的な投影処理画像と併せて通常のＭＩ
Ｐ画像、すなわち３Ｄ画像データを分割せずに全体として投影処理した画像が仮想術具15
15およびターゲット1505とともに表示されている。
【００５７】
　本実施の形態によれば、手術支援機能を有する医用画像診断装置において、既存の機能
を利用して任意の領域に対する部分的な投影処理が可能であり、手術に必要な画像情報提
示と治療に必要なガイディング機能の両立が可能となる。また部分的な投影処理の領域や
投影条件を手術の進行や状況に応じて変更することが可能であり、手術支援機能をさらに
高めることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明によれば、診断に必要とされる部分のみを取り出して部分的な投影処理を行うこ
とができるので、必要な生体情報が他の情報に紛れることなく正確な診断に資することが
できる。また既にある手術支援機能を利用して、任意の投影処理領域をリアルタイムで指
定し、投影画像表示することができるので、高い手術支援機能を持つ医用画像診断装置を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の医用画像診断装置の全体構成を示すブロック図
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【図２】撮像部の一例としてＭＲＩ装置の全体構成を示す図
【図３】画像処理部の一部を示すブロック図
【図４】ＧＵＩの一例を示す図
【図５】第一の実施の形態による医用画像診断装置(画像処理部)の動作を示すフロー。
【図６】第一の実施の形態による投影処理の一例を示す図
【図７】第一の実施の形態による投影処理の他の例を示す図
【図８】第一の実施の形態による投影処理のさらに別の例を示す図
【図９】第一の実施の形態による投影処理のさらに別の例を示す図
【図１０】第二の実施の形態による医用画像診断装置(画像処理部)の動作を示すフロー。
【図１１】第二の実施の形態による投影処理の一例を示す図
【図１２】第二の実施の形態による投影処理の他の例を示す図
【図１３】第二の実施の形態による投影処理のさらに別の例を示す図
【図１４】第二の実施の形態による表示部の一例を示す図
【図１５】第二の実施の形態による表示部の他の例を示す図
【図１６】第二の実施の形態による表示部のさらに別の例を示す図
【符号の説明】
【００６０】
１０・・・撮像部、２０・・・画像処理部、２１・・・目的部位設定部、２２・・・断面
画像選択部、２３・・・投影条件設定部、２４・・・投影処理部、３０・・・表示部、４
０・・・記憶部、５０・・・三次元位置検出装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(16) JP 2009-207677 A 2009.9.17

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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